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「新型コロナウイルス感染症」予防対応等について 

 

 掲題の件、新型コロナウイルス感染症は、現在、感染がますます拡大しております。 

つきましては、以下の予防対策を徹底いただくとともに、感染者が発生した場合の対応に

ついて実施願います。 

記 

１． 予防対策の励行 

（１）各自の対応 

①手洗い・うがいの励行 

②アルコール消毒等の実施 

③外出時におけるマスクの着用 

     ④毎日検温し、発熱など風邪の症状が出た場合は出勤を見合わせる。 

  （２）組織としての対応 

     ①多数の参加者を対象とする会議その他の行事の開催は必要最小限に止める。 

      （「多数」の目安⇒30 人以上） 

     ②会議・打合せは密閉空間を避け、席の間隔を取り、時間短縮を図る。 

     ③外部との業務打合せは、可能な限り電話・ＦＡＸ・メールで行うこととし、極   

      力、来訪者を減らす。来訪の場合は時間短縮を図る。 

     ④消毒液・除菌ティッシュ・マスク等の常備に可能な限り配慮する。 

 

２． 職場内で感染者が発生した場合の対応 

 以下のルートで報告のこととする。 

 〇本人（又は家族）  （１）～（４） 

     ↓ 

 〇職場の所属部署長  （１）～（５） 

     ↓ 

 〇専務理事 

     ↓ 

   〇正副理事長へ報告 

 



 （報告事項の内容） 

（１） 感染者の氏名・搬送先病院名 

（２） 感染が確認された（又は疑いが生じた）経緯 

① 年月日 

② 場所（職場・自宅・その他） 

（３） 当該感染者の最新の状況 

① 本人の現在の所在場所（病院・自宅） 

② 本人の症状 → 発熱（  ℃） その他症状（           ） 

③ 病院側の指示内容 

④ 保健所への連絡有無 → 有の場合は保健所からの指示内容 

（４） 同居家族の最新の状況 

（５） 濃厚接触者の氏名と対応状況 

※「濃厚接触者」⇒感染～発症までの間に 2ｍ以内の距離で 30 分以上の会話 

 をした人（同居家族であるか否かに係わらない） 

 

 （感染者本人以外の自宅待機措置） 

   以下の場合は、感染者が確認された日から起算して 14 日間は出勤を見合わせ、自宅

待機のこととする。この場合は毎日検温の上、健康状態に留意願う。 

  また、感染者発生の場合の「報告ルート」、「報告内容」に準じて適宜対応することとす

る。 

（１） 同居家族に感染者が発生した場合 

（２） その他の濃厚接触者に感染者が発生した場合 

（３） 保健所より濃厚接触者である旨の通知を受けた場合 

                                   以上 


